
ＪＲ東海労ニュース
マスコミ発表より先に労働組合に説明せよ！
名松線一部廃止方針について申し入れる

突
然
の
方
針
発
表
に
地
元
も
困
惑
！

10月29日、「ＪＲ東海は名松線の家城～伊勢奥津間を廃止し、バ
ス輸送に切り替えを決定、地元自治体と協議を始めた」とマスコミ
が報じました。また「沿線自治体や住民は、この突然の発表に困惑
している」とも報じています。

困惑しているのは労働組合も同様です。一部であれ営業路線を廃
止するとなればそこに働く社員が削減されます。残った社員の労働
条件も変更になります。業務の合理化事案に他なりません。しかし、
この路線の一部廃止方針について、労働組合に対して一切説明はあ
りません。ＪＲ東海の将来を左右するリニア中央新幹線計画もマス
コミ報道ではじめて知ることになりました。これは労働組合軽視の
姿勢といわざるを得ません。

従って、労働組合への説明責任を果たしていない会社に対して、
11月４日、名松線一部廃止方針に関する説明を求めて申し入れを行
いました。

労働協約を遵守し、

労働組合に説明せよ！
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ＪＲ東海労働組合

「申」第17号 名松線一部廃止方針に関する申し入れ

１．経営協議会の付議事項である案件を説明しないのは、重大な労働協約違反である。

会社の見解を明らかにすること。

２．名松線一部廃止方針についてその理由を説明すること。また、今後の廃止に関す

る手続きや廃止後の社員の運用などについて説明すること。

３．マスコミは名松線一部廃止方針について「沿線自治体や地元住民は、突然の発表

に困惑している」とも報じている。これは事前に沿線住民や利用者の声を聞かず、

会社の都合だけで決定したことの表れである。会社の見解を明らかにすること。

４．一部であれ路線営業の廃止は、ＪＲ東海が民間企業とはいえ、公共交通機関とし

ての社会的使命を放棄するものと考える。会社の見解を明らかにすること。
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